
（平成２３年９月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 2129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年７月から 50 年３月までの期間及び 51 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 49年７月から 50年３月まで 

           ② 昭和 51年１月から同年３月まで 

申立期間は、私がＡ市役所の施設内でＢ業を営んでいた時期であり、一定

の収入を得ていたため、国民年金保険料を免除してもらう理由は無かった。 

申立期間の国民年金保険料は、同市役所の窓口で納付していたはずであり、

当該期間が保険料の免除期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間当時、Ｂ業を営んでおり、一定の収入も得ていたため

国民年金保険料の免除申請を行ったことはなく、当該期間の保険料を納付し

ていたと主張しているところ、オンライン記録により、申立人は、20 歳到

達月の昭和47年＊月から当該期間を除く56年６月までの保険料を全て納付

していることが確認できることから、申立人の保険料の納付意識は高かった

と認められる。 

また、現在、Ａ市役所の施設内においてＢ業を営んでいる同業者から、申

立人が当該期間当時、同市役所の施設内においてＢ業を営んでいたとする証

言を得られ、申立人の当該期間中は一定の収入を得ていたとする説明に不自

然な点が無いことから、申立人が当該期間について国民年金保険料を免除申

請する理由は見当たらない。 

さらに、申立人のオンライン記録では、申立期間は保険料の免除期間であ

るところ、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿（以下「被保険者名簿」

という。）では、「保険料の納付記録」欄には免除の記録があるものの、「保



険料の免除」欄に免除の記録が無く、記録の管理に齟齬
そ ご

が見受けられる。 

２ 申立期間①について、Ａ市の被保険者名簿における昭和 49 年度の納付記

録の月数欄に記載された「３か月」の下部に、「差額 600」と記載されてい

ることが確認でき、当該「差額 600」は、昭和 50 年１月の国民年金保険料

改定に伴う増額分月額 200 円の同年同月から同年３月までの３か月分に相

当する 600 円と推測される上、申立人の特殊台帳（マイクロフィルム）の

49 年度の摘要欄には「不足分納入」のゴム印が押されており、当該年度に

おける保険料の差額分の納付があったものと推認されることから、申立人が

当該期間の保険料を納付していた可能性を否定できない。 

３ 申立期間②について、被保険者名簿における納付記録の昭和 50 年度にお

ける納付月数は９か月と確認できるものの、「12月申免」の押印が斜線によ

り全て抹消され、保険料の未納月数の記載も無いことから、当該期間の納付

記録に不備が見受けられる。 

また、申立人の特殊台帳により、昭和 50 年 10 月から同年 11 月欄に「申

免３月まで」のゴム印が押され、その上部に○納の印が同年 10月から同年 12

月まで押されていることが確認できることから、申立人は当該３か月分の国

民年金保険料を現年度に納付したものと推認され、納付意識の高かった申立

人が申立期間の３か月分の保険料のみを納付しなかったものとは考え難い。 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 2130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月及び 43 年４月から 44 年９月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月 

② 昭和 43年４月から 44年９月まで 

申立期間当時、私は冬期間のみＡ県Ｂ市の工場で勤務し、厚生年金保険に

加入していたが、申立期間①及び②については、共にＣ町の実家に戻り、家

業の手伝いをしていたことから国民年金に加入しており、保険料は父親が納

付してくれていた。 

両申立期間については、納付した国民年金保険料が還付された記録となっ

ているが、当該期間は厚生年金保険に加入していた期間ではないことから、

保険料を還付される理由が思い当たらない。 

申立期間の国民年金保険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立期間①及び②は国民年金の未加入期間とされて

いるところ、特殊台帳（マイクロフィルム）及びＢ市の国民年金被保険者名簿

において、申立期間①を含む昭和 41 年 11 月から 42 年４月までの期間、及び

申立期間②を含む 42 年 11 月から 44 年９月までの期間の国民年金保険料がそ

れぞれ還付されている記録が確認できる。 

しかしながら、ⅰ）申立期間①について、申立人に係る昭和 42 年５月１日

付けの国民年金被保険者資格取得は、厚生年金保険被保険者資格喪失によるも

のと考えられるところ、同保険被保険者資格の喪失日が同年４月９日であるこ

とから、当該時点において、申立人は国民年金の強制加入対象者であること、

ⅱ）申立期間②について、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を 43 年４月

７日付けで喪失しており、同日以後は国民年金の強制加入対象者であることか



ら、申立期間①及び②について、納付された保険料を還付すべき事情は見当た

らず、当該期間に係る還付処理には合理性がみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 2131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年１月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 39年３月まで 

私が 20歳になった昭和 38年＊月に、私の両親がＡ町で当時Ｂ業の手伝い

をしていた私の国民年金の加入手続を行ってくれ、国民年金保険料も、その

両親が、同町Ｃ公民館に定期的に来ていた同町役場の担当者に、私の姉の保

険料と併せて納付してくれていた。その際、同町役場の担当者に国民年金手

帳を渡し、印を押してもらっていたこと等を記憶している。 

申立期間について、私の姉の国民年金保険料が納付済みで、私の保険料の

みが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

いたとする申立人の両親は、夫婦共に昭和 36 年４月の国民年金制度発足当初

から 60 歳に至るまでの国民年金加入期間について、保険料を全て納付してい

ることから、その両親の保険料納付意識は非常に高かったものと認められる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保

険者状況調査により、申立人が 20 歳に到達した昭和 38 年＊月から同年 11 月

までの間に払い出されたものと推認でき、その時点で、申立期間の国民年金保

険料は現年度納付又は過年度納付が可能であり、申立人の両親が申立人の国民

年金保険料と併せて納付していたとする申立人の姉の当該期間の保険料が納

付済みであることから、保険料納付意識の高かった申立人の両親が、姉の保険

料と併せて申立人の保険料を納付していたものと考えても不自然ではない。 

さらに、申立期間は 15 か月と比較的短期間であるほか、申立人は、自身が

婚姻するまで国民年金保険料を両親が納付してくれていたとしているところ、



申立期間後から申立人が婚姻する昭和 49 年３月までの国民年金加入期間に保

険料の未納が無いとともに、申立人が当時居住していたＡ町では、申立期間当

時に役場の職員が公民館に出向いて国民年金保険料の収納業務を行っていた

としていることを踏まえると、申立人の主張には信憑
ぴょう

性がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格取得日を昭和 55年６月５日、同資格喪失日を 56年４月１日とし、申立期間

に係る標準報酬月額を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 55年６月５日から 56年４月１日まで 

申立期間は、Ａ社に正社員として勤務していたが、年金記録を確認したと

ころ、厚生年金保険の加入記録が確認できない。同社には申立期間以前にも

勤務しており、出産のため一度退社したが、再度勤務した申立期間は、退社

前と同じ雇用条件で勤務し同じ業務に従事していた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立期間においてＡ社で正社員として勤務していたことが認められる。 

また、申立人が当該事業所の正社員として名前を挙げた者７人は、厚生年金

保険の被保険者としての記録が存在し、そのうち同社本店のＢ職であったとす

る者は、「当社で勤務する正社員は全員、社会保険に加入させ、厚生年金保険

料も控除していた。また、当時、当社の本店及び支店は４店舗あり、各支店に

は支店長を含め３人から４人が勤務しており、全部でおよそ 12 人の正社員が

勤務していた。」と供述しているところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和53年７月から申立期間に係る56年３月までにおける被保険

者数の月別の加入状況は 11人から 13人であることが確認でき、当該供述とほ

ぼ一致している。 



 

さらに、申立人及び複数の同僚から当時、当該事業所における正社員として

名前の挙げられた者のうち、生存及び所在が確認できた８人（申立期間におい

て役員であった者を除く。）について、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所となった以降の雇用保険の被保険者記録及び当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）を確認したところ、

雇用保険に加入している期間はいずれも厚生年金保険に加入していることが

確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該事業所における同期の同僚

の標準報酬月額の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該事業所は、商業・法人登記簿謄本によると、既に解散している上、当

時の事業主に照会したものの、回答を得ることができないことから、確認する

ことができないが、当該事業所に係る申立期間の被保険者原票の整理番号に欠

番が無いことから、申立人に係る社会保険事務所(当時)の記録が失われたこと

は考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る厚生年金保険被保険者資格

の取得届が提出された場合には、その後の被保険者報酬月額算定基礎届や被保

険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主か

ら当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年６月から 56年３月までの厚生年金

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得日

は昭和 45 年４月２日、同喪失日は 46 年８月 20 日であると認められることか

ら、当該期間に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 45 年４月から同年９月ま

では３万 3,000円、同年 10月から 46年７月までは３万 9,000円とすることが

妥当である。 

また、申立人のＣ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 46

年８月 25日、同喪失日は同年９月 19日であると認められることから、当該期

間に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、３万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 44年４月から 46年８月まで 

             ② 昭和 46年８月及び同年９月 

申立期間①はＤ市内のＥ事業所でＦ職として勤務し、申立期間②はＧ市内

のＨ事業所に勤務した記憶があるが、年金記録を確認したところ、両申立期

間の厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる給与明細書

等は無いが、申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が名前を挙げた複数の同僚の厚生年金保険の

加入記録及び事業主の回答から、申立人は、勤務期間の特定はできないもの

の、申立期間①においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）及びオンライン記録において、生年月日が異なるも

のの、申立人と同姓同名で、基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険



 

被保険者資格の取得日が昭和 45 年４月２日、同喪失日が 46 年８月 20 日と

なっている記録が確認できる。 

また、事業主は、「当時の資料が無く、勤務期間を特定することはできな

いが、申立人は昭和 40 年代の約２年間、当社の事業所の従業員として勤務

しており、申立人と同姓同名の従業員はいなかった。従業員については、試

用期間の従業員を除いて厚生年金保険に全員加入させていた。」と回答して

いるとともに、Ａ社に係る被保険者名簿により、厚生年金保険の被保険者資

格を取得していることが確認でき、かつ生存及び所在が確認できた 15 人に

照会したところ、回答が得られた８人のうち６人は、「職種が異なることか

ら、申立人の具体的な記憶がない。」と供述しているものの、他の二人は、

「申立人は、Ｅ事業所のＦ職として勤務しており、申立人と同姓同名の者は

他にいなかった。」と具体的に供述していることから判断すると、上記の基

礎年金番号に未統合の記録は、申立人の年金記録であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年４月２日に

当該事業所における厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出及び 46

年８月 20 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったと認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合の記録から、昭和

45 年４月から同年９月までは３万 3,000 円、同年 10 月から 46 年７月まで

は３万 9,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間①のうち、昭和 44年４月から 45年４月２日までの期間に

ついて、事業主は、「関係資料が無く、当時の状況は不明であるが、従業員

として正式採用する前の期間は、個人差があるが１か月から数か月程度の試

用期間を設定しており、この期間は厚生年金保険に加入させていなかった。」

と回答している上、上記同僚のうち二人は、「全従業員が厚生年金保険に加

入していたが、従業員として正式採用される前の期間は、試用期間として同

保険には加入していなかった。」と供述しており、このうち一人は、「申立

人と同期入社で昭和 44 年４月に採用されたが、厚生年金保険に加入したの

は翌年の４月であった。」と供述しているところ、オンライン記録により、

同人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は 45 年４月２日であることが確

認できることから、Ａ社では、従業員の採用と同時に厚生年金保険に加入さ

せる取扱いをしていなかったものと認められるとともに、申立人も当該期間

の厚生年金保険料が給与から控除されていた具体的な記憶がない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｅ事業所を退職した後、Ｇ市内のＨ事

業所に勤務した。退職時に受け取った厚生年金保険被保険者証を採用された

会社に提出した。」と供述しているものの、勤務先の事業所名及び同僚の氏

名等に係る記憶が全くないところ、オンライン記録及びＣ社に係る被保険者

名簿において、申立人と同姓同名で生年月日が異なる、かつ申立期間②と符

合する基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険被保険者資格の取得

日が昭和 46 年８月 25 日、同喪失日が同年９月 19 日となっている記録が確

認できる。 

また、当該未統合の記録の基礎年金番号は、前記１の未統合の記録の基礎

年金番号と一致しているとともに、商業・法人登記簿謄本により、Ｃ社は、

Ｉ業及びＪ業等を事業内容としたＧ市に所在する事業所であることが確認

できるなど、申立人の供述内容と符合していることから判断すると、当該未

統合の記録については、申立人の年金記録であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 46年８月 25日に

当該事業所における厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出及び同

年９月 19 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して行った

と認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合の記録から３万円

とすることが妥当である。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日に係る記録を昭和 52 年１月１日に訂正し、申立期間①の標準

報酬月額を８万 6,000円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、Ｂ社における厚生年金保険被保険

者資格喪失日に係る記録を 63 年５月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月

額を 62 年１月から同年５月までは 14 万 2,000 円、同年６月から 63 年４月ま

では 10万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 51年 12月 31日から 52年１月１日まで 

             ② 昭和 62年１月 13日から 63年５月１日まで 

申立期間①については、系列会社間の異動であり勤務は継続しており、Ａ

社に係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、昭和 52 年１月１日である

ので、記録を訂正してほしい。 

申立期間②については、Ｂ社に係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日が

昭和 62年１月 13日となっているが、事業所の名称が変わっただけであり平

成 19年１月 19日まで継続して勤務していた。給与から厚生年金保険料が控

除されているのに、記録が国民年金に加入していることになっているのはお

かしいので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の雇用保険の被保険者記録は、昭和 51 年 12

月 31日にＡ社を離職し、52年１月１日にＣ社で資格を取得している記録と

なっており、申立人が申立期間①においてＡ社で勤務していたことが確認で



 

きる。 

また、オンライン記録により、Ａ社で申立期間①当時に厚生年金保険の被

保険者資格が確認できる同僚 14人に照会したところ、12人から回答が得ら

れ、そのうち５人が、「申立期間①に申立人と一緒に勤務していた。」と供述

しており、このうち、申立期間①に同社で経理事務を担当していた同僚が、

「同社は、系列会社を複数経営しており、従業員には知らせずに系列会社間

で書類上でのみ従業員を異動させることがあった。」と供述しているところ、

雇用保険の被保険者記録が、申立人と同日の昭和 51 年 12月 31 日に同社を

離職し、52 年１月１日にＣ社で資格を取得している二人は、「申立期間は、

Ａ社からＣ社に名称変更しただけであり、我々従業員は継続して勤務してお

り、退職した事実はない。」と供述している。 

さらに、上記の当時の経理事務担当者は、「系列会社間での異動が頻繁に

あったので、社会保険の届出の日付が間違うということは十分に考えられ

る。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の昭和 51年 11月の

社会保険事務所（当時）の記録により、８万 6,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を納付したか否

かについては、事業主は既に死亡していることから確認はできないものの、

事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和 52 年１月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを 51 年 12 月 31 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の厚生年金保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立期間①に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人から提出された給与明細書（写し）及び昭和

62 年分の源泉徴収票（写し）並びに申立人に係る雇用保険の被保険者記録

及び複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間②においてＢ社に継続し

て勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

一方、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和 62年１月 13日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できるところ、商業・

法人登記簿謄本によると、当該事業所の閉鎖日は平成 14年 12月３日となっ



 

ている上、申立期間②に当該事業所で雇用保険の被保険者記録を有する者が

６人確認できることから、当該事業所は、申立期間②において厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人から提出された給与

明細書（写し）の厚生年金保険料控除額及び昭和 62年分源泉徴収票（写し）

により推認できる同保険料控除額から、同年１月から同年５月までは 14 万

2,000円、同年６月から 63年４月までは 10 万 4,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付したか否

かについては、事業主は既に死亡していることから確認はできないものの、

申立期間②において当該事業所は厚生年金保険の適用事業所の要件を満た

していながら、事業主は社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、事業主は、申立期間②に係る厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4139 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額（41 万円）であったと認められることから、申立期間の標

準報酬月額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から８年１月 31日まで 

Ａ社にＢ職として勤務していたが、申立期間の標準報酬月額（11 万円）

が、それ以前の標準報酬月額（41 万円）に比べて減額されているので、申

立期間について標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、41 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった日（平成８年１月 31日）の後の平成８年５月 31

日付けで、７年 10 月の定時決定の記録を取り消し、同年１月に遡及して標準

報酬月額を 11万円に訂正処理していることが確認できる。 

一方、申立人は、当該事業所に係る商業・法人登記簿謄本によると、Ｃ職で

あったことが確認できるものの、申立人が名前を挙げた同僚４人及びオンライ

ン記録により申立期間に当該事業所で厚生年金保険の加入記録が確認でき、生

存及び所在が確認できた同僚二人の合計６人に照会し、二人から回答が得られ

たところ、いずれも「会社の経営状態は悪かった。申立人はＢ職の業務を担当

しており、経理や社会保険事務を担当していない。」と述べていることから、

申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような遡及訂

正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 41 万円に訂正することが必要で

ある。 



 

北海道厚生年金 事案 4140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ法人Ｂ施設（現在は、Ａ法人Ｃ施設）に係る厚生年金保険被保険

者記録は、被保険者資格取得日が平成 10年３月１日、同資格喪失日が 19年４

月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31 日から同年４月１日までの期間

は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により年金額の計算の基礎となる被保険

者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の同事業所における被

保険者資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 24 万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日から同年４月１日まで 

平成 19 年４月１日付けでＡ法人Ｂ施設から同法人Ｄ施設に異動したが、

当時、事業主が同法人Ｂ施設における厚生年金保険被保険者資格喪失日を誤

って届出し、その後、厚生年金保険料が時効により納付できなくなった後に

同資格喪失日を訂正する旨の届出を行ったことにより、申立期間は年金額の

計算の基礎とならない記録とされている。 

給与から厚生年金保険料が控除されていたので、年金給付に反映されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ法人Ｂ施設に係る厚生年金保険被保険者記録は、被保険者資格取

得日が平成 10年３月１日、同資格喪失日が 19年４月１日とされ、当該期間の

うち同年３月31日から同年４月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録



 

されている。 

しかしながら、申立人の雇用保険被保険者記録、Ａ法人Ｃ施設から提出され

た出勤簿及び賃金台帳により、申立人は、同法人に継続して勤務し（平成 19

年４月１日にＡ法人Ｂ施設から同法人Ｄ施設に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ法人Ｃ施設から提出さ

れた賃金台帳により確認できる報酬月額から、24 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る届出を社会保

険事務所（当時）に対して誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る平

成 19 年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



北海道国民年金 事案 2132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和 59年１月、昭和 63年５月から平成元年５月までの期間及び

元年 12 月から２年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年１月 

         ② 昭和 63年５月から平成元年５月まで 

         ③ 平成元年 12月から２年３月まで 

私は、私の父に年金の大切さを若い時から聞かされていたので、できるだ

け厚生年金保険に加入できる職場に勤めるようにしており、また、国民年金

に加入した時は、国民年金保険料の未納が無いようにきちんと管理していた

はずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 57 年７月頃に、申立人の元夫と

連番で払い出され、オンライン記録により、58年４月から同年 12月までの

国民年金保険料は、申立人及びその元夫共に同年 12 月に一括して納付され

ていることが確認できるところ、同年１月から同年３月までの保険料が共に

未納となっている上、元夫の申立期間①を含む 59 年１月から同年３月まで

の保険料も未納となっていることから、申立人が申立期間①の保険料を納付

していたとは考え難い。 

２ 申立期間②について、オンライン記録により、申立人に平成３年５月２日

付けで、その時点で納付可能な元年４月から２年３月までの過年度納付書が

発行されていることが確認でき、申立人は元年４月から同年９月までの国民

年金保険料を３年７月２日に過年度納付しているところ、そのうち、元年４

月及び同年５月の保険料は、その納付時点で、既に時効により納付できない

期間であり、３年７月５日付けで、その時点で未納となっていた元年 10 月

及び同年 11 月の保険料に充当されていることが確認できることから、申立



期間②は時効により保険料を納付することができなかったものと推認され

る。 

３ 申立期間③について、申立人が平成元年４月から２年３月までの過年度納

付書により３年７月に納付した国民年金保険料は、元年６月から同年 11 月

までの保険料であり、申立期間③の保険料は未納のままとなっていたものと

推認されるところ、その後に申立人が当該期間の保険料を過年度納付した形

跡は見当らない。 

４ 申立人のＡ市の国民年金被保険者名簿には、申立期間①、②及び③の保険

料の納付記録は確認できない上、保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



北海道国民年金 事案 2133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年３月から４年５月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 46年生 

        住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ：  平成３年３月から４年５月まで 

平成３年３月頃、私の母親がＡ村役場で国民年金の加入手続をしてくれ、

私が申立期間の保険料を役所の窓口か郵便局で納付していた。私は年金手帳

を２冊所持していたが、婚姻し各種届出をＢ市で行った際、職員に手帳を１

冊にまとめると言われ１冊を返した。 

申立期間の国民年金保険料が未納期間にされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の国民年金の加入手続を申立人の母親が平成３年３月頃、

Ａ村役場で行ったと述べているところ、申立人の戸籍の附票により、申立期間

当時、申立人はＣ市に住民登録していたことが確認できることから、同村で国

民年金の加入手続を行うことはできなかったと考えられる。 

また、申立人は、平成 11年２月頃、婚姻による各種届出をＢ市で行った際、

２冊所持していた年金手帳を統合し、うち１冊を同市に返したと述べていると

ころ、ⅰ）申立人が現在所持する年金手帳は、申立人が厚生年金保険被保険者

資格を取得した４年６月 29 日に交付されたものと推認され、同手帳に同市で

国民年金の被保険者資格記録が記載されたと推認できるが、基礎年金番号制度

が導入された９年１月前に国民年金に加入していた被保険者に必ず付番され

た同手帳記号番号が当該手帳に記載されていないこと、ⅱ）Ｃ市及びＡ村に申

立人の国民年金被保険者名簿が見当たらないこと、ⅲ）申立人に国民年金手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる周辺事情は見当たらないことか

ら、申立期間当時、申立人は国民年金に未加入であり、国民年金保険料の納付

書は作成されず、当該期間の保険料の納付はできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連



資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付しているものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等                      

１  申立人の氏名等                         

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 61年３月まで 

私は、昭和 48年 10月に結婚後、国民年金に任意加入し、保険料はＡ銀行

Ｂ支店の夫名義の預金口座から口座振替で納付していた。 

国民年金の被保険者資格喪失届も提出した覚えはなく、申立期間が国民年

金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ市の国民年金被保険者名簿及び申立人が所持する年金手帳の「国民年金の

記録」欄に記載された記録により、申立人は、昭和 59 年 10 月 30 日に国民年

金の被保険者資格を喪失した後、61 年４月１日に国民年金第３号被保険者の

資格を取得していることが確認でき、この記録はオンライン記録とも一致して

いることから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、申立人は国民年金保

険料を納付することができなかったと考えられる。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立期間前から引き続き、Ａ

銀行Ｂ支店の申立人の夫名義の預金口座から口座振替で納付していたと主張

しているが、昭和 59 年度のＣ市の国民年金被保険者名簿では、昭和 59 年 10

月 30 日付けの申立人の国民年金被保険者資格喪失日が記載され、前年度の同

名簿に登録されていた申立人の国民年金保険料の口座振替に係る銀行預金口

座記録が無く、上記資格喪失に伴い当該口座記録が抹消されたものと考えられ

ることから、申立期間の保険料について、Ｃ市から金融機関への口座振替の依

頼が行われていなかったものと推認できる。 

さらに、申立人の夫名義の銀行預金口座について、申立期間当時の入出金状

況が確認できるＡ銀行Ｂ支店の「普通預金口座別残高表」により、申立期間の

直前の期間であり、申立人がその口座振替用領収書を所持している昭和 59 年



４月から同年９月までの国民年金保険料が当該口座から口座振替により納付

されていることが確認できるが、申立期間の保険料についてはその事実が確認

できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 56 年４月１日から同年７月１日までの期間

について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち昭和 56年７月１日から 57年５月１日まで

の期間において、厚生年金保険の被保険者であったものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年４月１日から 57年５月１日まで 

昭和 56年４月１日から 58年 12月 31日までの期間、当時のＡ県Ｂ局のＣ

課Ｄ係に置かれていたＥ連合会Ｆ支部（現在は、Ｇ連合会Ｈ支部）に職員とし

て勤務したが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち昭和 56 年４月１日から同年７月１日までの期間について、

申立人の従事業務に係る具体的供述、当時の同僚の供述及びＧ連合会Ｈ支部

の回答から判断すると、申立人は、当該期間に同支部に勤務していたことは

認められる。 

しかしながら、当該事業所は、「保存されている昭和 58 年度の賃金台帳に

より、申立人は、昭和 56 年７月１日付けで正職員となったことは確認できた

が、それ以前の同年４月１日から同年６月 30 日までの期間については資料が

無く、当該期間における申立人の雇用形態及び厚生年金保険の適用状況等につ

いては分からない。現在在籍している申立人と同職種の職員については、平成

８年 11 月１日に入社し、９年１月１日に正職員となっているが、入社から正

職員となるまでの期間（平成８年 11月１日から同年 12 月 31日まで）は臨時

職員であり厚生年金保険に加入させておらず、給与から厚生年金保険料も控除

していない。」と回答している。 



 

また、申立人が名前を挙げた申立人の前任者及び後任者に照会したところ、

いずれも「入社後、２か月から３か月かけて業務の引継ぎを受けた。業務の引

継期間は、正職員ではなく、臨時職員であったので厚生年金保険には加入して

おらず、給与から厚生年金保険料も控除されていなかった。」と供述しており、

オンライン記録を確認したところ、いずれも臨時職員であったとする期間は厚

生年金保険の加入記録が無いことが確認できる。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間のうち昭和 56 年７月１日から 57 年５月１日までの期間について、

申立人の従事業務に係る具体的供述、当時の同僚の供述、Ｇ連合会Ｈ支部の

回答から判断すると、申立人は、当該期間に同支部に勤務していたことは認

められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和 56 年７月１

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、その後、57 年５月

１日に社会保険庁長官（当時）の認可を受け任意適用事業所となっていること

が確認できる。 

また、当該事業所は、当該期間において、適用事業所であった形跡は無い上、

申立人、前述の同僚及び当該事業所では、「当該期間当時、勤務していた者は

Ａ県職員二人（地方職員共済組合員）を除くと、職員は一人のみであった。」

と供述していることから、当該事業所は、当時、厚生年金保険の強制適用を受

ける事業所に該当しておらず、社会保険庁長官の認可を受けることによって適

用事業所となることができる事業所（任意適用事業所）であったと考えられる

ところ、事業所名簿及びオンライン記録を確認したものの、当該事業所が適用

事業所となるための認可手続を行った形跡は無い。 

さらに、当該事業所では「申立人について、当該期間において給与から社会

保険料を控除していたと思われる。」と回答しているものの、当該事業所から

提出された昭和 56年度及び 57年度決算書では、申立人の前任者、申立人及び

繁忙期に雇用したとする臨時職員に係る給与支給額等が一括して記載されて

おり、その内訳が不明なことから、申立人が申立期間において事業主により給

与から厚生年金保険料を控除されていたことまでは確認することができない。 

なお、地方団体関係団体に勤務する職員に対し、地方公務員に準ずる長期給

付及び福祉事業を実施している地方職員共済組合（団体共済部）に加入してい

たことも考えられることから、同団体共済部に申立人の当該事業所における加



 

入記録の有無を照会したものの、同団体共済部は、「Ｅ連合会Ｆ支部の職員は

在籍人数に関係なく当共済部に加入することができるが、申立人の加入記録

は無い。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間は申立人が厚生年金保険の被保険者となることができない期間で

あったことから、申立人は、当該期間において、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4142（事案 1375及び 3256の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年１月から同年５月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしいと申し立てたが、年金記録の訂正が認められず、その後、

申立期間に係る新たな資料を提出し再度申し立てたところ、当該資料は年金

記録確認第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ない旨の通知を受け、年金記録の訂正が認められなかった。 

しかし、年金記録確認第三者委員会から通知を受け取った後、当該事業所

の役員から申立期間に係る雇用証明を発行してもらったので、再調査の上、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の申立内容、申立人が申立期間後

に勤務していた事業所に保管されていた申立人の職歴が確認できる人事記録

の写し及び申立人が昭和36年５月31日に作成したことが確認できる履歴書の

写しから判断すると、勤務期間及び雇用形態等は特定できないものの、申立人

がＡ社に勤務していたことは推認できるが、ⅰ）同社では、「申立人の勤務期

間及び厚生年金保険の適用状況等を確認できる資料が無く、当時の状況は全く

不明である。」と回答している上、申立期間当時の事業主も既に死亡している

ことから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況に

ついて確認できないこと、ⅱ）同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により、申立期間において厚生年

金保険の加入記録が確認できる者 10 人のうち、生存及び所在が確認できた５

人に照会したところ、回答が得られた二人のいずれもが「申立人に係る記憶は

ない。」と供述しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をう



 

かがわせる供述を得られないこと、ⅲ）被保険者名簿を確認した結果、申立人

が申立期間において、厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録は無く、一

方、健康保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したもの

とは考え難いこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 21年 10

月 16日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、再申立てについて、申立人が申立期間当時の同僚として新たに一人の

名前を挙げるとともに、Ａ社の慰安会等の写真２枚を提出したところ、当該同

僚は既に死亡しているため供述を得ることができない上、当該写真からは、申

立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除の状況について確

認できないことから、申立人の主張は当委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情とは認められないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 23 年１月

28日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「第三者委員会から通知を受け取った

後、Ａ社のＢ職から雇用証明書を受け取ったので、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。」と主張しているものの、当

該雇用証明書からは厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除の状況につ

いて確認することができない上、上記Ｂ職は、「雇用証明書に記載したとおり、

昭和 33 年頃に申立人をＣ職として雇用していたが、当時の関係書類を全て処

分したため、申立人に係る雇用形態、雇用期間、厚生年金保険の適用及び厚生

年金保険料控除の状況については不明である。」と回答しているとともに、申

立人の口頭意見陳述においても、申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生

年金保険料控除の状況について確認できる具体的な供述を得ることができな

かったことから、申立人の主張は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情が見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 20日から同年８月１日まで 

平成２年２月 20 日付けでＡ社Ｂ支店から同社本店に異動し、同社本店Ｃ

部付きでＤ社に出向した。当該異動に伴い給与支給額は増額したが、年金記

録を確認したところ、異動後の標準報酬月額が、異動前の標準報酬月額より

も低額な記録となっている上、出向先の会社から現金支給されていた通勤費

も標準報酬月額に反映されていない。 

また、平成２年３月から同年５月までの標準報酬月額について、固定的賃

金の増額及び時間外手当の支給に伴い報酬月額が大きく変動しているにも

かかわらず、標準報酬月額が改定されていない。 

厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる給料手当支

給通知書を保管しているので、申立期間の標準報酬月額の記録について、正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社から支払いを受けた給与に通勤費が含まれておらず、給与

支給額の変動に応じた標準報酬月額の改定も行われていないことから、申立期

間の標準報酬月額の記録は、支払いを受けた給与支給額よりも低額な記録とな

っている。」と主張しているところ、Ａ社では、「関係資料が無く、当時の状

況は不明である。」と回答していることから、申立人の申立期間における通勤

費の支給及び標準報酬月額の月額変更届の状況について確認できる関連資料

や供述を得ることができない。 

また、申立人の申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉



 

控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人が保管する給料手当支給通知書により、当該支給通知書

に記載された報酬月額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額より

も高額であるものの、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月

額と申立期間の全期間において一致していることが確認できる。 

また、Ａ社から提出された「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認

および標準報酬決定通知書」により、申立人の被保険者資格取得時における標

準報酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認できるとともに、当

該記録が遡及して訂正されているなどの不自然な処理が行われた形跡は無く、

ほかに申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年５月１日から 51年 12月頃まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所で昭和 39 年８月から 51 年 12 月頃まで毎

年季節雇用されていたにもかかわらず、年金記録では 46 年以降が空白にな

っている。申立期間中も家族が健康保険証を使用していたので、申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及び申立人が名前を挙げた同僚の供述から判

断すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｃ事業所に季節雇用者として勤務

していたことが認められる。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録により、平成２年７月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も生存及

び所在が不明である上、Ｂ社においても、「当時の書類は職員名簿も含め一切

無いことから、申立人の厚生年金保険の適用状況は分からない。」と回答して

いることから、申立期間における申立人の厚生年金保険の適用状況及び同保険

料控除の状況について確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚二人は、申立期間において、申立人と同様

に雇用保険の被保険者記録が確認できるところ、オンライン記録によると、当

該二人は、昭和 45 年から 52 年までの期間、国民年金保険料を納付しており、

53 年から当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を再取得している

ことが確認できる上、当該二人のうち、生存及び所在が確認できた一人は、「当

時の会社の事情については何も分からないが、会社の社会保険事務担当者が代



 

わった頃、突然社会保険を止めると言われたことから、45年から 52年までの

期間は、国民年金と国民健康保険に加入していた。」と供述している。 

さらに、オンライン記録により、申立期間において当該事業所で厚生年金保

険の被保険者資格が確認できる同僚５人に照会したところ、一人から回答が得

られ、同人は「申立人のことは知らないが、私は、昭和 42年から 58年まで雑

役をしており、季節雇用されていた。」と供述しているが、当該期間の一部の

期間について雇用保険の被保険者記録が確認できるものの、46年から 49年ま

での期間については、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


